
Ａ．提出書類

大項目 項　　　目 ﾁｪｯｸ
欄

提出書類 建築完了検査申請書（1部） □
現地写真（法第7条の５で定める検査の特例を受けようとする場合）長崎県土木部建築課より

１　基礎の配筋（鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る）の工事終了時

　　・基礎配筋後の全景 □
　　・底盤及び一般箇所（形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等） □
　　・ホールダウン金物、アンカーボルト設置状況 □
　　・コンクリート打設後の全景 □
２　構造耐力上主要な軸組み若しくは耐力壁の工事終了時

　　・全景 □
　　・柱（たて枠）、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況 □
　　・土台、床組の部材寸法、取付け状況 □
　　・筋かいの部材寸法、位置、仕口の状況 □
３　屋根の小屋組工事終了時

　　・小屋組の全景 □
　　・小屋組の部材寸法、接合金物などの取付け状況 □
　　

大項目 項　　　目 該当の
有無

ﾁｪｯｸ
欄

追加提出 防火構造確認

資料 ・外装材のカタログの写し（１部） □ □
・現地写真（延焼ライン内張り状況） □ □
・ベランダ等　ＤＲ認定構造施工時の下地状況写真 □ □

事前確認 工事は完了しているか

　建築工事は完了しているか □
　設備工事は完了しているか（各設備機器の設置　配管接続等） □ □
該当する各種法令手続きは適切に行っているか

（建築関係規定）

　港湾法　　　　　（第38条　第４０条　臨港区域内の建築および工作物） □ □
　長崎県災害危険区域
　の指定に関する条例　（第６条　災害危険区域内の建築） □ □

　水道法　　　　　（第１６条　給水装置の構造及び材質） □ □
　下水道法　　　　（第１０条　第１項　第３項　排水設備の設置等） □ □
　下水道法　　　　（第３０条　都市下水路に接続する特定排水施設の構造） □ □
　都市計画法　　　（第５３条　都市計画施設内の建築許可） □ □
　屋外広告物法　　（第３条～第５条　広告物の表示および広告物の提出） □ □
　高圧ガス保安法　（第２４条　家庭用設備の設置等） □ □

軽微な変更 軽微な変更　計画変更等は発生していないか

・計画変更等 　建物位置の変更はないか（隣地境界線からの離れの変更） □ □
　仕様材料の変更はないか（外装材　防水工法等） □ □
　内部間取りの変更はないか（間仕切り壁の変更　居室面積の変更） □ □
　天井高さの変更はないか（２４時間換気に関連する居室の天井高さ変更） □ □
　換気扇機種の変更はないか（２４時間換気に関連する換気扇の機種変更） □ □
　その他　長崎県建築主事会議で定める「建築確認を受けた建築物の
　計画変更等の取扱い要領」に該当する変更はないか □ □

その他
　確認申請時から松浦市建築基準法施行細則第３条に該当する変更はないか
　（施工者の変更・決定や申請者の住所等変更など） □ □

完了検査提出前　監理者チェックシート

Ｂ．追加提出書類

注意事項：このチェックシートは建築完了検査申請時に添付が必要となる確認項目および添付書類等の内、代表的なものをまとめたものであ
り、これらのすべてを網羅しているわけではありません。あくまで完了検査申請書時の参考としてご利用ください。


